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 岩切駅東地区計画（案） 

地区整備計画区域 ①  一般住宅地区 ②  集合住宅地区 ③  沿道サービス住宅地区 ④  商業業務地区 

まちづくりの方針 

（土地利用の方針） 

岩切駅に近接する利便性を活かして、戸建住宅及びそ

れと調和した低中層共同住宅等の住宅地としての土地利

用及び店舗、事務所等の立地誘導を図る。 

岩切駅に近接する利便性を活かして、中高層共同住宅及

び店舗、事務所等の立地誘導を図る。 

岩切駅を中心とした地域の生活利便施設を確保する

為、店舗（一部大規模店舗）、事務所及び中高層共同住宅

の集積を図り、居住者の利便に資する市街地環境の形成

を図る。 

商業施設を主体とするほか、業務施設の立地を誘導し、

商業・業務地としての市街地環境の形成を図る。 

Ａ 用途の制限 次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。 

（1）神社、寺院、教会等 

(2) ホテル・旅館 

(3) 畜舎 

(4) 自動車教習所 

 

次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。 

（1）神社、寺院、教会等 

(2) 畜舎 

(3) 自動車教習所 

 

次の各号に掲げる建築物は，建築してはならない。 

（1）神社、寺院、教会等 

(2) 畜舎 

(3) 自動車教習所 

（4）住宅 

（5）兼用住宅 

（6）共同住宅，寄宿舎，下宿又は長屋 

１６５㎡ ２００㎡ 
Ｂ 敷地面積 

 （ただし，警察官派出所，公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては，この限りでない。） 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は，当該各号に掲げる数値以上でなければならない。 

（1）道路(歩行者専用道路を含む。)の境界線…1.0ｍ 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号

に掲げる境界線までの距離は，当該各号に掲げる数値以

上でなければならない。 

（1）道路(歩行者専用道路を含む。)の境界線…1.5ｍ 

    

   

Ｃ 壁面位置 

（壁面後退の緩和規定＊１） 

(1)自動車車庫 

(2)外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

(3)物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが 2.3ｍ以下で，かつ，床面積の合計が 5㎡以内であるもの（自動車車庫を除く。） 

（壁面後退の緩和規定＊１） 

Ｄ 建物の高さ 

建築物の高さは，13ｍ以下とする。 

 

（ただし，階段室，昇降機塔，装飾塔，物見塔，屋窓そ

の他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積

の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合

においては，その部分の高さは，５ｍを限度として算

入しない。） 

Ｅ 形態・意匠 屋外広告物は，美観・風致を害しない自己の用に供するものとし，かつ，道路等の境界線より突き出して設置してはならない。 
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Ｆ かき・さくの構造 道路等に面して垣又はさくを設ける場合は，次の各号のいずれかに該当する構造としなければならない。 

  （1）生け垣             （2）植栽を施した透視可能なさく等 

 

用途地域 
建ペい率（％）/容積率（％） 

第一種住居地域（２００/６０） 第二種住居地域（２００/６０） 準工業地域（２００/６０） 



仙塩広域都市計画事業　仙台市岩切駅東土地区画整理事業　建築物の用途制限（案）
（注）本表は、建築基準法別表第二の概要でありすべての制限について掲載したものではありません。

※高さの制限あり

■ ■

■ ■
▲（3,000㎡以下） ▲（3,000㎡以下）
▲（3,000㎡以下） ▲（3,000㎡以下）
■ ■
■ ■ ▲①
■ ■ ■
■ ■ ■ ▲（個室付浴場等を除く）

▲（3,000㎡以下） ▲（3,000㎡以下）
▲② ▲② ▲② ▲②300㎡以下　2階以下

▲（2階以下） ▲（2階以下） ▲（2階以下） ▲③3,000㎡以下　2階以下

■ ■ ■
▲（3,000㎡以下） ▲（3,000㎡以下）

▲④原動機の制限あり　2階以下

▲④原動機の制限あり　▲2階以下

▲⑤ ▲⑤ ▲⑤
■ ■ ■
▲⑥ ▲⑥ ▲⑥ ▲⑥原動機の制限あり　作業場の床面積50㎡以下

▲（3,000㎡以下） ▲（3,000㎡以下） ▲⑦1,500㎡以下　2階以下

■ ■ ■

※凡例　　□（無印）⇒建てられる用途　　　■⇒建てられない用途（建築基準法による）　　　▲①②⇒規模等により一部を制限するもの（建築基準法による）

               ×⇒建てられない用途（地区計画で制限する内容≪案≫）

③沿道ｻｰﾋﾞｽ住宅地

準工業地域

▲⑤原動機・作業内容の制限あり
　　作業場の床面積50㎡以下

▲①宮城県「風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律施行条例」により、風俗営業の許可
に関する営業制限地域の指定がなされています。

④商業業務地

劇場、映画館、演芸場、観覧場

②集合住宅地

備 考

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの

住宅（戸建住宅）

第二種住居地域

店舗等の床面積が500㎡を超え1,500㎡以下のもの

店舗等の床面積が150㎡を超え500㎡以下のもの

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

事務所等の床面積が1,500㎡を超え3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が1,500㎡を超え3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が500㎡を超え1,500㎡以下のもの

事務所等の床面積が150㎡を超え500㎡以下のもの

店舗等の床面積が3,000㎡を超えるもの

図書館等

巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

事

務

所

等

事務所等の床面積が150㎡以下のもの

遊

戯

・

風

俗

施

設

ボ－リング場、スケ－ト場、水泳場、ゴルフ場練習場、バッティング練習場等

カラオケボックス等

マ－ジャン屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等

キャバレ－、ダンスホ－ル等、個室付浴場等

工

場

・

倉

庫

等

単独車庫（附属車庫を除く）

建築物に付随する車庫

畜舎

危険性や環境悪化のおそれが非常に少ない工場

倉庫業倉庫

危険性や環境悪化のおそれが少ない工場

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設

自動車修理工場

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設

洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下のもの

公衆浴場

老人ホ－ム、身体障害者福祉ホ－ム等

パン屋、米屋、菓子屋等の食品製造工場で作業場の床面積が50㎡以下のもの

自動車教習所

公

共

施

設

等

商

業

・

業

務

施

設

等

住
宅
等

店

舗

等

ホテル、旅館

病院

診療所、保育所等

神社、寺院、教会等

老人福祉センタ－、児童厚生施設等

大学、高等専門学校、専修学校等

店舗等の床面積が150㎡以下のもの

共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋

地区計画整備計画名

建築物の例示 用途地域

①一般住宅地

第一種住居地域第一種住居地域






